
独立行政法人国立特殊教育総合研究所の平成１６年度に係る業務の実績に関する評価

①評価を通じて得られた法人の今後の課題

②法人経営に関する意見

○大学や特殊教育センター等との役割分担を踏まえ、国の重要な政策的課題や教育現場の喫緊の課題に対応した
研究、研修などに重点化を図るなど、我が国唯一の特殊教育のナショナルセンターとしての機能の一層の充実を期
待する。

○教育相談活動については、地方公共団体等で行われている教育相談活動を支援するなど、ナショナルセンターとし
ての在り方について検討する必要がある。

○共同研究や研究パートナー制度をより一層充実させ、大学等の研究機関や、医療・保健、福祉、労働関係機関との
連携・協力体制を構築し、実際的かつ総合的な研究の一層の充実を図る。

○理事長のリーダーシップの下、平成１６年度から課題重視型の横断的かつ機動的な組織体制に再編し、その下で、
国の政策的課題や教育現場の喫緊の課題に積極的に取り組み、各種活動を軌道に乗せたことは高く評価できる。
今後、この課題重視型の組織を生かし、各種活動の一層の向上に期待する。

○また、組織再編と連動させて、研究所の使命（ミッション）や改革・改善の方向性（ビジョン）を策定し、全職員の共通
理解と意識改革を進めたことも高く評価できる。

○今後、ミッションとビジョンに基づき、ＰＤＣＡサイクルを評価システムとして確立されることを期待する。
○業務運営の効率化については、成果とコストの観点に着目し、目に見える形での一層の努力を期待する。

○研究のより一層の充実を図るためにも、競争的資金等の外部資金の獲得に努めることが重要である。

③特記事項（中期目標期間終了時の見直し作業、総務省からの指摘についての対応等）

○総務省から指摘された大学や特殊教育センター等との役割分担については、国の政策的課題や教育現場の喫緊の
課題に対応した研究、研修など、真にナショナルセンターとして必要な業務へ重点化を図ったことにより、大学や特殊
教育センター等で実施されている業務との役割分担が明確にされたことについては評価できる。

○中期計画においては、各事業の趣旨を明確にし、期待する成果や課題への対応について示すことが必要である。
○久里浜養護学校との連携の下に、教育現場の喫緊の課題である自閉症研究等の一層の充実を期待する。

全体評価



項目別評価総表

13年度 14年度 15年度 16年度

　（中項目名）研究活動 　（中項目名）研究活動 － Ａ Ｂ Ａ

　　（小項目名）総合的な研究組織を構築する Ｂ

　　（小項目名）評価体制を導入する Ｂ

　　（小項目名）人事交流等による有為な人材の確保を図る Ｂ

　　（小項目名）研究成果の発表を中期計画期間中500件以上を目標とする Ａ

　　（小項目名）ニーズに対応した研究を行う B

　　（小項目名）国の施策に寄与する研究の充実を図る

　　　　　　　　　課題に応じた研究体制による研究を推進する 　　（小項目名）課題に応じた研究体制と研究予算 Ａ Ｂ Ａ

　　（小項目名）国内の関係機関との共同研究・研究協力を進める Ａ

　　（小項目名）諸外国の特殊教育に関する最新動向の把握に努める Ａ

　　（小項目名）外国人研究者との研究交流を進める Ａ

　　（小項目名）国際セミナー開催、専門家派遣などの国際貢献を行う Ａ

　　（小項目名）研究紀要を年１回発行するとともに、

　　　　　　　　　逐次研究成果報告書を刊行する

　　（小項目名）国内セミナーを年平均２回以上開催する Ａ

Ｂ Ｂ

－

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

　　（小項目名）研究の質の向上

　　（小項目名）内外の関係機関との連携 Ａ

Ａ

　　（小項目名）研究成果の普及の一層の充実 Ａ
Ｂ

　　（小項目名）国の施策への貢献

項目名【平成13年度】 項目名【平成14～16年度】

（大項目名）国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目
標を達成するために取るべき措置

－
（大項目名）国民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき
措置

中期目標期間中の評価の経年変化※

－ －

Ｂ Ａ Ａ

Ａ

独立行政法人国立特殊教育総合研究所の平成１６年度に係る業務の実績に関する評価
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13年度 14年度 15年度 16年度
項目名【平成13年度】 項目名【平成14～16年度】

中期目標期間中の評価の経年変化※

　（中項目名）研修事業 　（中項目名）研修事業 － Ａ Ａ Ａ

　　（小項目名）専門的な研修を、１年間にわたる研修を年１回、

　　　　　　　　　１～３ヶ月程度にわたる研修を年３回程度実施する

　　（小項目名）研究成果を活用して研修内容の工夫や教材を開発する Ｂ

　　（小項目名）認定講習を実施する Ｂ

　　（小項目名）学習障害等の専門研修を年６回程度開催する 　　（小項目名）喫緊の課題に対応した研修の実施 Ｂ Ａ Ａ Ａ

　　（小項目名）情報通信技術を活用した研修を実施する Ｂ

　　（小項目名）全国の研修事業の情報を提供する Ｂ

　（中項目名）教育相談活動 　（中項目名）教育相談活動 － Ｂ Ｂ Ｂ

　　（小項目名）年平均2000件の教育相談を実施する Ａ

　　（小項目名）電話やインターネットの活用による教育相談の実施に配慮する Ｂ

　　（小項目名）相談活動の在り方等に関する研究を実施する Ｂ

　　（小項目名）教育相談年報を年１回刊行する Ｂ

　　（小項目名）インターネットを通じた全国相談機関の情報提供の

　　　　　　　　　15年度からの実施を目指す

　　（小項目名）リーダー養成研修の実施 Ａ Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ

　　（小項目名）情報通信技術を活用した研修の実施 Ｂ Ｂ Ａ

　　（小項目名）教育相談活動の改善・実施

Ｂ
　　（小項目名）教育相談に関する情報の提供 Ｂ Ａ Ａ
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13年度 14年度 15年度 16年度
項目名【平成13年度】 項目名【平成14～16年度】

中期目標期間中の評価の経年変化※

　（中項目名）情報普及活動 　（中項目名）情報普及活動 － Ａ Ａ Ａ

　　（小項目名）特殊教育関係資料の収集・充実を図るとともに

　　　　　　　　　閲覧や貸出のニーズに適切に対応する

　　（小項目名）特殊教育に関するデータベースを充実する Ａ

　　（小項目名）データベースのアクセス件数を期末には

　　　　　　　　　平成12年度の2倍以上とする

　　（小項目名）研究成果に関するセミナーを年２回以上開催する Ａ

　　（小項目名）研究者を都道府県等が行う研修の講師に派遣する Ｂ

　　（小項目名）情報通信技術の活用による研究成果の情報提供に努める Ｂ

　（中項目名）国際交流活動 　（中項目名）国際交流活動 － Ａ Ａ Ａ

　　（小項目名）年平均10名以上の研究員を海外へ派遣する Ａ

　　（小項目名）アジア太平洋諸国の参加によるセミナーを年1回開催する Ａ

　　（小項目名）年平均20名以上の外国人研究者を受け入れる Ａ

　　（小項目名）研究成果を海外に紹介するため

　　　　　　　　　ニューズレター等の発行を1回以上行う

　　（小項目名）国際協力事業団等の政府関係機関及びユネスコ等の

　　　　　　　　　国際機関への協力を行う

　（中項目名）国立久里浜養護学校との協力 　（中項目名）筑波大学附属久里浜養護学校との協力 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

（大項目名）業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
（大項目名）業務運営の効率化に関する目標を達成する
ため取るべき措置

－ － － －

　　（小項目名）事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、

　　　ホームページの充実や刊行物の電子化による情報提供の効率化を図る

　　（小項目名）毎事業年度につき1%の業務の効率化を図る Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ　　（小項目名）特殊教育関係資料の収集と提供

Ａ

　　（小項目名）海外との連携・交流による研究の推進 Ａ

Ａ

　　（小項目名）研究成果の普及と情報提供 Ａ

Ａ
Ｂ

Ａ Ａ

　　（小項目名）国際貢献 Ｂ Ａ Ａ

Ａ

※当該中期目標期間の初年度から経年変化を記載。
　 国立久里浜養護学校については、平成１６年４月から筑波大学附属久里浜養護学校となった。

　（中項目名）業務運営の効率化に関する目標を達成す
るため取るべき措置 Ａ Ａ
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【参考資料１】予算、収支計画及び資金計画に対する実績の経年比較（過去５年分を記載） （単位：百万円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度 区分 13年度 14年度 15年度 16年度
収入 支出
　運営費交付金 1,193 1,214 1,189 1,265 　人件費 790 782 744 817
　施設整備費補助金 325 862 515 140 　業務経費 275 344 278 361
　受託事業等 1 4 3 2 　施設整備費 325 590 496 140
　諸収入 3 0 1 7 　受託事業等 2 4 3 2
消費税還付収入 0 67 10 0 　一般管理費 118 85 80 105

　計 1,522 2,147 1,718 1,414 　計 1,510 1,805 1,601 1,425

（単位：百万円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度 区分 13年度 14年度 15年度 16年度
費用 収益
　経常費用 　運営費交付金収益 1,152 1,185 1,097 1,205
　　業務経費 756 781 704 708 　諸収入 2 3 4 9
　　一般管理費 421 407 380 472 　受託収入 1 0 0 0
　　減価償却費 13 14 32 63 　寄付金収益 1 1 0 0
　財務費用 0 0 1 3 　資産見返負債戻入 13 14 17 17
　雑損 0 0 0 0 　物品受贈益 21 0 0 0
　臨時損失 0 15 0 0 　臨時利益 67 25 0 0
　計 1,190 1,217 1,117 1,246 　計 1,257 1,228 1,118 1,231

純利益 67 11 1 -15
目的積立金取崩額 0 0 0 0
総利益 67 11 1 -15

（単位：百万円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度 区分 13年度 14年度 15年度 16年度
資金支出 資金収入
　業務活動による支出 1,068 1,209 1,071 1,143 　業務活動による収入
　投資活動による支出 334 732 648 387 　　運営費交付金による収入 1,192 1,203 1,185 1,179
　財務活動による支出 0 0 15 49 　　受託収入 0 1 0 0
　翌年度への繰越金 118 524 491 295 　　その他の収入 3 3 4 8

　投資活動による収入
　　施設費による収入 325 1,073 502 140
　　その他の収入 0 0 0 56
　財務活動による収入 0 67 10 0
　前年度よりの繰越金 0 118 524 491

　計 1,520 2,465 2,225 1,874 　計 1,520 2,465 2,225 1,874
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【参考資料２】貸借対照表の経年比較（過去５年分を記載） （単位：百万円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度 区分 13年度 14年度 15年度 16年度
資産 負債
　流動資産 188 536 552 300 　流動負債 446 515 518 282
　固定資産 6,108 6,921 7,320 7,287 　固定負債 51 63 179 173

　負債合計 497 578 697 455
資本
　資本金 6,048 6,048 6,048 6,048
　資本剰余金 -316 753 1,048 1,021
　利益剰余金 67 78 79 63
　（うち当期未処分利益）

　資本合計 5,799 6,879 7,175 7,132
　資産合計 6,296 7,457 7,872 7,587 負債資本合計 6,296 7,457 7,872 7,587

【参考資料３】利益（又は損失）の処分についての経年比較（過去５年分を記載）
（単位：百万円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度
Ⅰ　当期未処分利益
　当期総利益 67 11 1 -15
　前期繰越欠損金 0 0 0 0

Ⅱ　利益処分額
　積立金 67 11 1 -15
　独立行政法人通則法第４４条第３項により
　主務大臣の承認を受けた額

【参考資料４】人員の増減の経年比較（過去５年分を記載） （単位：人）
職種※ 13年度 14年度 15年度 16年度

定年制研究職員 52 51 48 46
任期制研究系職員 0 0 0 0
定年制事務職員 27 28 27 26
任期制事務職員 0 0 0 0

※職種は法人の特性によって適宜変更すること
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等

・総合的・横断的な課題に
対応するため総合的な研究
組織を構築する。

組織再編後の研究体制と
研究活動の対応状況

①

②

③

④

・内部評価と外部の有識者
による評価体制を導入す
る。

内部及び外部評価の実施
状況と結果

①

②

③

①

②

③

独立行政法人国立特殊教育総合研究所の平成１６年度業務実績に関する項目別評価

○国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

◎研究の質の向上については、留意すべき点として、主に以下のような意見が
あった。

●従来の障害種別に応じた組織から、新たな課題に柔軟かつ弾力的に対応してい
くための「課題重視型の組織」への再編を図り、横断的なチーム編成により、国の
政策的課題や教育現場の喫緊の課題に対応したプロジェクト研究等を積極的に進
め、ナショナルセンターとして期待されている役割を十分に果たしていることは高く
評価できる。「課題重視型の組織」が研究成果につながったかの検証が今後の課
題である。
●「課題重視型の組織」については、横断的かつ総合的な研究活動が展開できる
よう、機動的・戦略的な組織体制の推進に期待する。
●ニーズ調査の実施や研究パートナー制度の導入等、施策推進上の課題を明確
にしつつ実践的知見を得ようとする研究のスタンスは高く評価できる。

研究の質の向上

その他マニュアル等４課題中、卓越しているＡ＋が１課題、優
れているＡ評価が３課題。

外部有識者で構成する運営委員会により研究所の管理・運営
について助言を受けて各事業の改善に反映。

総合的・横断的な体制による政策や喫緊の課題に対応した研
究を行うプロジェクト研究

１　研究活動

A

　障害種別にとらわれない横断的なチーム編成により、政策課題に
積極的に取り組むなど、戦略的・機動的な活動が展開できる研究体
制を構築。

外部有識者による運営委員会外部評価部会において研究活
動の外部評価を実施し、今後の研究活動の質の向上に反映。

＜外部評価結果＞

１６年度に実施したプロジェクト研究の７課題中、優れているＡ
評価が５課題、普通であるＢ評価が２課題。

１６年度に終了した課題別研究の３課題中、優れているＡ評価
が１課題、普通であるＢ評価が２課題。

評価項目に係る実績

　なお、政策的ニーズの高い課題や喫緊の課題についての研究
テーマ等の設定は、文部科学省、都道府県等教育委員会、特殊教
育センターなどへのニーズ調査を積極的に実施。それらの意見を取
り入れた課題設定を行うとともに、新たに研究パートナー制度を導
入してナショナルセンターとしての研究の高度化を確立。

組織再編に併せ、研究所評価委員会の機能を高めるととも
に、企画部に評価担当を設け、組織全体の評価体制を強化。
その上で、研究所評価委員会による研究所の諸事業について
自己点検・自己評価を実施し、今後の課題を明確化。

教育現場や障害種別においてニーズが高い専門分野に特化
した研究を行う課題別研究

大学や他の研究機関等と連携を強化し、障害のある子どもの
教育に関する研究の充実に資するための共同研究

各部門等において行われる調査研究

（詳細：事業報告書：Ｐ１～４参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ３８～４２参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９５～９６参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

・人事交流等による有為な
人材の確保を図る。

人事交流の実施状況

・特殊教育センターや学校
との連携を一層深める。

研究活動における連携状況
（「内外の関係機関との連
携」、「情報普及活動」欄に
記載）

・障害の特性に応じた教育
内容・方法等に関する研究
の充実を図る。

課題別研究・プロジェクト研
究の実施状況

106 （本）

14

68

10

63

13 14 15 16 計

13 25 19 106 163

14 19 10 14 57

63 82 164 68 377

21 9 18 10 58

68 79 84 63 294

計 179 214 295 261 949

学術雑誌

内
訳

２６１本 研究報告書

大学・研究所等紀要

本研究所研究紀要、研究成果報告書、学会及び専門誌等への発
表。

　研究職員は都道府県教育委員会・国立大学と交流。その結果、約
７割の研究職員が教育現場、医療、福祉等関係機関経験者であり、
教育委員会や学校のニーズに対応した研究の推進及び研究の質
の向上に資する人材を確保。

　事務職員は近隣国立大学と交流。職員の資質向上及び即戦力の
確保。

課題別研究１５課題
（１６年度新規１０課題、継続中４課題、１６年度研究終了１課題）、
プロジェクト研究７課題
（１６年度新規５課題（１６年度のみ１課題含む）、継続中２課題）を
実施。

大学・研究所等紀要

研究報告書

単行本

学会発表等

過去４年間の比較

年度

学術雑誌

学会発表等

単行本

・研究成果の口頭又は誌上
による発表を中期計画期間
中500件以上を目標とする。

研究成果の発表状況（発表
方法別、過去数年間との比
較）

 【注：中期計画期間
 平成13年度～19年度】

（詳細：事業報告書：Ｐ９７参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ４～３４参照）

（詳細：事業報告書の参考資料：（３１）～（４９）参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ４２参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

・国の施策に寄与する研究
の一層の充実を図るため、
以下の課題についての研
究を実施する。

以下の研究課題について
の実施状況と成果の発表
状況

①

②

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

◎国の政策への貢献については、留意すべき点として、主に以下のような意見が
あった。

●プロジェクト研究や課題別研究は、いずれも国の政策的課題や教育現場のニー
ズの高い研究課題に対応し、その成果を上げていることは高く評価できる。
●国の施策に寄与することを目的としたプロジェクト研究においては、課題別研究
との連動を図ることで、成果がより具体的・実践的に示された。今後は、更に国の
政策をリードしていくような調査内容を期待する。
●医療・保健、福祉、労働等の関係機関との有効な連携を図るための指針を示す
ような研究に期待する。
●高等教育機関における発達障害のある学生に対する支援体制や、学習指導要
領に関する調査研究等の充実を期待する。
●文部科学省と政策調整を進めつつ、国の政策的課題への迅速な対応が可能と
なったことは評価できる。

国の施策への貢献 A

（対応するプロジェクト研究）

聾学校におけるコミュニケーション手段に関する研究－教職員
の手話の活用能力の向上と、これを用いた指導の在り方の検
討－（16～17年度）

養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特
性に応じた教育的支援に関する研究－知的障害養護学校に
おける指導内容、指導法、環境整備を中心に－（15～17年度）

拡大教科書作成システムの開発とその教育効果の実証的研
究（16～18年度）

（対応する課題別研究）

知的障害教育における領域・教科を合わせた指導と教師の専
門性向上に関する研究（16～17年度）

言語に障害ある子どもへの教育的支援に関する研究－吃音と
の向き合い方を中心に－（16～18年度）

重複障害のある児童生徒の教育課程の構築に関する実際的
研究（16～17年度）

特別な教育的ニーズのある児童生徒のためのICTを活用した
教材・教具の開発と普及（15～17年度）

慢性疾患児（心身症や不登校を含む）の自己管理支援のため
の教育的対応に関する研究（16～18年度）

神経症・緘黙症・精神病・脳の器質的障害等のある児童生徒
への教育的支援に関する研究（16～17年度）

脳科学と障害のある子どもの教育に関する研究（16～18年
度）

盲・聾・養護学校高等部における情報教育のカリキュラムに関
する研究（16～17年度）

聴覚障害乳幼児に対する早期からの教育的支援（15～17年
度）
ターミナル期における教育的・心理的対応に関する研究－子
どもとともにある教育を目指して－（14～17年度）

・学習指導要領の実施状況
に関する調査研究、教育課
程及び学習指導上の課題
に関すること

・学習指導要領の実施状況
に関する調査研究、教育課
程及び学習指導上の課題
への対応状況
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

⑫

⑬

・

・

・

・

・

①

②

・

①

・

①

・

「個別の教育支援計画」の策定に関する実際的研究
（16～17年度）

（具体的な研究成果等）

盲・聾・養護学校長の意識調査報告

（具体的な研究成果等）

（対応するプロジェクト研究）

ＬＤ・ＡＤＨＤ高機能自閉症の子どもの指導ガイド

（対応する課題別研究）

軽度知的障害学生に対する高等教育機関等における支援体
制に関する研究（14～16年度）

養護学校における動物とのふれあいに関する教育活動ガイド
ブックの作成－運動に障害のある子どもへの指導等を中心に
（16年度）

運動に重度の障害のある子どもの意思表出支援に関する研
究（16年度）

（具体的な研究成果等）

「拡大教科書」作成マニュアル

腎臓疾患の子どもの教育支援に関するガイドライン(試案)：病
気の子どものための特別支援教育

小・中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指
導に関する研究－ＬＤ、ＡＤＨＤの指導法を中心に－
（15～17年度）

（具体的な研究成果等）

発達障害のある学生支援ガイドブック－確かな学びと充実し
た生活をめざして－

・学習障害児や注意欠陥/
多動性障害児等といわれる
児童生徒への教育内容・方
法に関すること

・障害のある子どもたちの
社会参加と自立に対する教
育的支援に関すること

・通常の学級に在籍する障
害のある児童生徒の指導
及び指導体制に関する課
題への対応状況

・LD・ADHD等の教育内容・
方法に関する課題への対
応状況

・障害のある子どもたちの
社会参加と自立に対する教
育的支援に関する課題へ
の対応状況

・通常の学級に在籍する障
害のある児童生徒の指導
及び指導体制に関すること

インスリン依存型糖尿病の子どもの教育支援ガイドライン(試
案)：病気の子どものための特別支援教育

馬と会いに行こう馬と仲良くなろう：動物とのふれあいに関する
教育活動ガイドブック

子どもと知り合うためのガイドブック：ことばを超えてかかわる
ためのコツ

小・中学校における障害のある子どもへの教育の支援体制に
関する研究（16～18年度）

（対応するプロジェクト研究）

（詳細：事業報告書：Ｐ５，７，１６～２３，２６，
２８，３１，３３，８１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ５，７，１０，１２参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ６，７，９，８１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ６，１８，８１参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

①

②

③

④

・課題に対応した研究体制
による研究を推進する。

課題別研究・プロジェクト研
究の実施状況

課題に対応した研究予算の
配分等の状況

◎課題に応じた研究体制と研究予算については、留意すべき点として、主に以下
のような意見があった。

●課題に対応した研究予算の配分、研究パートナー制度の導入などに伴う予算配
分や予算措置がなされている。
●研究課題毎の予算上のプライオリティの考え方についての明確さと透明性が今
後の課題である。また、研究予算配分の妥当性について、外部からの評価も必要
であると考える。
●平成１６年４月の組織再編により、課題に応じた横断的・弾力的な体制の構築と
いう面で成果があったと認められる。
●研究パートナー制度や予算配分の工夫などの成果は高く評価できる。

　プロジェクト研究については、平成１６年度から募集により研究方
法、研究資源を共有して、共同で研究を行う「研究パートナー」制度
を導入。

　当該研究チームの代表者あるいは担当者に対し、研究計画と経
費調書に基づき、理事、総務部長、会計課による所内ヒアリングを
実施し、査定に基づいて適正に配分。

課題に応じた研究体制と研究予算 Ａ

中央教育審議会において研究所の研究結果等を使用。

（内容）

　課題に応じて横断的・弾力的に研究を推進するため、研究所内外
の多様な研究者等により研究体制を構築してプロジェクト研究を実
施。課題別研究についても内外の研究者等と協力。

・文部科学省特別支援教育課からの問い合わせへの対応に
随時回答。

恒常的な業務での本省との連携

国（文部科学省）からの調
査依頼に対する対応状況

（内容）

・特別支援教育コーディネーターに関する研究成果

・聾学校におけるコミュニケーション手段に関する研究

ＯＥＣＤの日本における国際会議を、文部科学省及びＯＥＣＤと
共催で実施。

・盲・聾・養護学校のセンター的機能の研究成果

・小中学校における障害のある子どもへの教育の支援体制の
調査資料「特殊学級担当者による通級による指導事例」

・交流教育の事例研究資料

国会（文教常任委員会等）で懸案になった内容についての研
究

・拡大本教科書作成システムの開発とその教育効果の実証的
研究

（詳細：事業報告書：Ｐ６参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ４、１０１参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

人

◎内外の関係機関との連携については、留意すべき点として、主に以下のような
意見があった。

●「共同研究」と「研究パートナー」制度を導入し、仕組みとして関係機関と連携協
力体制を確立したことは評価できる。
●今後は、医療・保健、福祉、労働等の他領域のナショナルセンターと連携する
等、特殊教育のナショナルセンターとしての機能を活かした共同研究を展開するこ
とを期待する。
●この項目の評価は、研究協力者・機関数だけでなく、いかに外部の人材・意見を
活用したかがポイントとなるので、共同研究、研究パートナー、研究協力者の関与
度合いなどの質を表す指標を設けることが必要である。

Ｂ

医療関係者 12

（研究協力者・機関）

（研究パートナー）

　１６年度実施のプロジェクト研究について、より一層、教育現場の
ニーズに対応した研究を推進するために、本研究所と共同で研究を
することを希望する機関を「研究パートナー」として全国から広く募
集。お互いの課題意識、研究方法、研究資源などを共有し、より意
義のある研究を推進。
　１６年度は募集の対象を、都道府県・政令指定都市教育委員会、
附属学校をもつ国立大学法人、およびこれらの機関より推薦のあっ
た都道府県・政令指定都市特殊教育センターあるいは教育セン
ター、盲・聾・養護学校、幼稚園、小・中学校、高等学校とし、「研究
パートナーの採択にかかわる審査規定」の方針に基づいて、６課題
につき８機関を採択、実施。

民間 6

13

　障害の特性に応じて、関係機関との共同研究・研究協力を進める
ため、１６年度の課題別研究、プロジェクト研究における研究協力者
１３４人、協力機関９２機関と連携協力。

　関係機関との連携をより一層推進するため、１６年度に新たな制
度として導入。

　研究所の職員と大学等の研究組織・研究者との相互連携による
共同研究により、障害のある子どもの教育に関する実践的研究の
より効果的な研究成果の向上を図るとともに基礎的研究と実践的
研究との有機的な連関を促進することを目的として実施。
　　「実施規定」および「共同研究採択に関わる審査」規定に従って、
所内より共同研究についての希望を募り、所定の手続きを経て、１６
年度は６課題について実施。

文部科学省関係者 9

都道府県関係者

大学関係者・研究者

内外の関係機関との連携

（共同研究）

30

　研究協力者　：　134人

内訳 学校関係者 55

福祉・労働関係者 9

関係機関・団体との連携協
力状況
（過去数年間との比較）

　関係機関との連携をより一層推進するため、１６年度に新たな制
度として導入。

・国内の関係機関との共同
研究・研究協力を進める。

（詳細：事業報告書：Ｐ２，３４～３８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ２～３参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

機関

人

機関

研究協議会の開催状況

・諸外国の特殊教育関係機
関との交流による海外の研
究及び特殊教育事情に関
する最新動向の把握に努
め、研究の充実に活かすと
ともにそれらの成果の普及
を図る。

（「研究成果の普及の一層
の充実」、「国際交流活動」
欄に記載）

16

学校関係機関

大学・研究所 3

都道府県機関 6

（特殊教育センター等）

　各都道府県単位で地域的なニーズに応じた調査研究を実
施。

１６年度研究協議会　：　延べ４４回

65内訳

研究協力機関　：　92機関

医療機関 9

福祉・労働関係機関 6

139 156 142

　個々の研究者の自由な発想のもとで研究を実施。このため、
国の政策的課題に対応した研究や教育現場の喫緊課題に対
応した研究が保障されていない。

研究活動における大学、特
殊教育センター等との具体
的役割分担状況

253 266 249

協力機関

協力者

（国立特殊教育総合研究所）

92

　特殊教育のナショナルセンターとして、国の政策的課題や教
育現場の喫緊の課題について、柔軟かつ迅速に対応した実
際的かつ総合的な研究を実施。その際、大学における基礎
的・理論的研究を整理・分析するとともに特殊教育センター等
における実践的研究活動を踏まえて実施。

（大学）

134

民間 3

過去４年間の比較

年度 13 14 15

（詳細：事業報告書：Ｐ３，４参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ１参照）

（詳細：事業報告書：P３参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

人

・研究紀要を年1回刊行する
とともに、逐次研究成果報
告書を刊行する。

研究紀要編集・刊行状況

①

②

③

「世界の特殊教育」の刊行
状況

◎研究成果の普及の一層の充実については、留意すべき点として、主に以下のよ
うな意見があった。

●セミナーの実施、ガイドブック・マニュアル等の制作・配布など研究成果の普及活
動は評価できる。しかし、今日的課題に対する指針を得ることができるセミナーや、
出版物に対するニーズは大変高く、これらのニーズに幅広く応じることができるよう
さらなる工夫と努力を期待する。
●セミナーついて、多くの申込者があり、満足度も高かったことを評価したい。しか
しながら、会場の容量により、全申込者の収容に応じられなかった点は改善すべき
である。

人

3

12

日韓特殊教育セミナ－に
よる参加

「研究紀要第３２巻」を刊行し、関係諸機関へ配布。

Ａ

次の研究成果報告書を刊行し、関係諸機関へ配布。

36

視察等の受入 8

研究成果報告書の刊行状
況

内訳
アジア・太平洋特殊教育
国際セミナーによる招聘

受入　：　６３名

アジア・太平洋特殊教育
国際セミナーによる参加

4

4

プロジェクト研究 22

海外交流協定による招聘 2

派遣　：　３４名

内訳

課題別研究報告書７冊（１６年度研究終了のもの３冊、研究継
続中のもの３冊、その他１冊）

科学研究費補助金 4

その他

在外研究員 2

・外国人研究者との研究交
流を実施する。

（外国人の研究者の受入：
年平均２０名以上）

（研究員の派遣：年平均１０
名以上）

研究交流・研修の受入

外国人研究者受入状況、日
本人研究者派遣状況

研究成果の普及の一層の充実

国際セミナーの開催状況

（「国際交流活動」欄に記
載）

・国際セミナー開催、専門家
派遣などの国際貢献を行
う。
（中期計画：アジア・太平洋
諸国参加の特殊教育国際
セミナー年１回開催）

プロジェクト研究報告書２冊（１６年度研究終了のもの１冊、研
究継続中のもの１冊）

科学研究費による報告書７冊（１６年度研究終了のもの）

「世界の特殊教育ⅩⅨ」を刊行し、関係諸機関へ配布。

（詳細：事業報告書：Ｐ８５，８７参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８１～８２参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

人

セミナー参加者の満足度

・情報通信技術の活用によ
る研究成果の情報提供に
努める。

（「情報普及活動」欄に記
載）

評価：Ａ

セミナー２回開催　：　参加者１，４０８名セミナーの開催状況と参加
状況

（評価にあたり、特に考慮すべき事項）
◎研究活動については、その他の点として、主に以下のような意見があった。

●新組織のスタートにもかかわらず、国の政策的課題や教育現場の喫緊の課題に素早く対応するとともに、ガイドブックや、
マニュアルの作成等による研究成果の普及を図ったことは高く評価できる。
●研究内容・成果について、現場のニーズに合ったものか、また、現場での活用状況はどうかの評価についても検証する必
要がある。

「１　研究活動」評価

・国内セミナーを年平均2回
以上開催する。

セミナーⅠ

セミナーⅡ

１日目参加者　７０２名

２日目参加者　７０２名

16

２日間延べ１，４０４名

15

国立特殊教育総合研究所セミナーⅡ　実参加者７０６名

国立特殊教育総合研究所セミナーⅠ　実参加者７０２名

（東京都渋谷区、募集定員７００名　会場の容量により、
全申込みの収容に応じられなかった。）

過去４年間の比較

年度

（東京都渋谷区、募集定員７００名　会場の容量により、
全申込者の収容に応じられなかった。）

13 14

　「テーマについて興味・関心があった」

314 688

アンケート結果

321 900

セミナーⅠ 96% セミナーⅡ 88%

　「参加して意義があった」

セミナーⅠ 82% セミナーⅡ 76%

　「テーマに即した講演・話題内容で、理解が深まった」

セミナーⅠ 80% セミナーⅡ 68%

706211

286 702

（詳細：事業報告書：Ｐ７９～８１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７９～８１参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

年度

人

年度

人

研修成果の教育実践や地
方の施策等への寄与

医療・福祉・労働等の関係
機関・団体との連携協力状
況

15 16

アンケート結果による「とてもよかった」「よかった」を合わせた
回答割合

短期研修の参加者数（過去
数年間との比較）

研修員の満足度研修員の満足度（アンケー
トも一部提示）

・長期研修            １００％

・第一期短期研修  １００％

・第二期短期研修  １００％

31 23 30

13 14

　従前、８つの障害別専門コースを設定していたが、国の政策的課
題と研修のニーズの変化に対応し、６コースに整理統合を図り、効
率的に事業を推進。具体的には、肢体不自由養護学校、病弱養護
学校に在籍する児童生徒の状態像・障害像に共通点が多いという
現状を踏まえ、両障害に対応するコースとして「肢体不自由・病弱教
育コース」として新規に設定、「重度・重複障害教育コース」及び「情
報教育コース」は廃止し、その対応のため内容の一部は、他の各障
害別専門コースに組み込み実施。

◎リーダー養成研修については、留意すべき点として、主に以下のような意見が
あった。

●特別支援教育のリーダー養成を目的とした研修を継続し、一定の成果が得られ
ていることは高く評価できる。
●各都道府県等の指導的立場になるリーダー養成研修を主軸においていること
は、ナショナルセンターとしての役割として妥当である。
●短期研修の中身について、整理統合を図ったことは評価に値する。
●指導者を養成する「実施」側からの評価だけではなく、研修を通じて教育現場に
どのようなインパクトを与えていくのかという視点も必要である。
●免許取得のための認定講習会の開設は、意義がある。

31

・第三期短期研修  １００％

◎専門的な研修を、1年間
にわたる研修を年1回、1～
3ヶ月程度にわたる研修を
年3回程度実施する。

長期研修を年1回開催

206

短期研修を年3回開催

208 209

13 14 15 16

リーダー養成研修の実施

長期研修の参加者数（過去
数年間との比較）

206

２　研修事業

　各都道府県における特殊教育に係る指導者の養成研修として実
施してきており、過去の修了者の多数が各教育委員会の指導主事
等及び学校の管理職あるいは研修の講師など、指導者として活躍。

　研修に医療・福祉・労働等関係機関等の講師を招き、医療・福祉・
労働等の立場からの講義を実施。
また、近隣の福祉施設を訪問し、実地研修を実施。

Ａ

（詳細：事業報告書：Ｐ５１，５２参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ５３～５５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ６１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ５３参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

①

②

③

・研究成果を活用して研修
内容の工夫や教材を開発
する。

研究成果の研修への活用
や教材開発の検討の状況

・認定講習を実施する。

国の特殊教育の施策を地方において実践する、指導的立場
に立つ中核的教職員の専門性・資質向上のための研修

長期研修

13年度

　講義、演習等において研究成果の内容を反映させているほか、最
新の成果に基づく研修用の教材等を開発するなど、研究成果を活
用。

リーダー養成研修としての
専修免許・一種免許に要す
る単位取得状況

盲免 聾免 養免

8

計

8

専修免許 ー 1

一種免許 1 1 6

7

16計 1 2 13

計

専修免許 ー ー 11 11

14年度 盲免 聾免 養免

10一種免許 1 1 8

21

15年度 盲免 聾免 養免 計

計 1 1 19

8

一種免許 ー ー 5 5

専修免許 ー ー 8

養免

計 ー ー 13

聾免

13

7

計

専修免許 ー ー 11 11

16年度 盲免

18

7一種免許 ー ー

18計 ー ー

　研究所が開発した研修プログラムを活用しながら、研修の修了者
が講師となり、各地域におけるニーズに応じた課題に関する研修を
実施。

（国立特殊教育総合研究所）

　国の政策的課題の実施や各都道府県等の行う研修の先導的な
役割を果たし、各地方公共団体等における障害児教育のリーダー
養成を目的として、次のような研修に重点化。

（大学）

政策的重要度の高い、又は喫緊の課題に対応した研修

地方公共団体での研修を実施することが困難な課題に対応し
た研修

　必要に応じ、希望者を対象に各大学における研究領域に応じた研
修課題に係る研修を実施。

（特殊教育センター等）

研修事業における大学、特
殊教育センターとの役割分
担状況

（詳細：事業報告書：Ｐ５１参照）

（具体的活用例については、事業報告書：Ｐ４４参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

参加状況（過去数年間との比
較）

◎喫緊の課題に対応した研修の実施については、留意すべき点として、主に以下
のような意見があった。

●特別支援教育への転換に伴い、急速に変化する状況の中で、新しいニーズ・課
題への対応が図られ、研修内容を大幅に見直すなど、素早い改善が行われたこと
を高く評価する。
●「LD、ADHD、高機能自閉症児担当指導者養成研修」などは、まさに喫緊の課題
に対応した研修であり、参加者の満足度も高く、内容の濃い研修プログラムであっ
た。今後、プログラムのさらなる改善・充実に期待する。
●「交流及び共同学習推進指導者講習会」は、障害者基本法の一部改正を受けて
開始された重要な研修であるが、今後のプログラムの充実に期待する。
●教育や医療・福祉・労働等関連機関の担当者との合同研修会など、長期的な見
通しで組織間の連携を促進するような研修会の開催を期待する。
●参加者の満足度からの評価だけでなく、喫緊の課題に対応した研修をいかに広
く普及させるか、について特殊教育センターとの役割を明確化するためにも、各都
道府県に対する研修の伝達状況や、理解・啓発の評価等も今後は必要と考える。

Ａ

－ 136

参加状況

短期研修

13年度 盲免 聾免 養免 計

27一種免許 2 ー 25

計

26一種免許 ー 2 24

14年度 盲免 聾免 養免

計

48一種免許 2 6 40

15年度 盲免 聾免 養免

計

一種免許 5 2 35

16年度 盲免 聾免 養免

42

喫緊の課題に対応した研修の実施

年７回開催

16年度

　平成１５年度で限りで廃止した短期研修の情報教育コースの
内容を踏まえて、障害のある幼児児童生徒の情報教育を担当
する教職員で各県等で指導的立場にある者に対して、情報手
段活用による教育的支援（アシスティブ・テクノロジー）等の専
門的知識及び技能を高め、その指導力の向上を図ることを目
的として、新たに実施。

・学習障害等の専門研修を
年6回程度開催する。

学習障害等の新しいニーズ
を踏まえた研修の開催状況

13年度 14年度 15年度

60 69

－

・特別支援教育コーディ
ネーター指導者養成研
修

－ － － 104

・特別支援教育コーディ
ネーター指導者研修 －

－

・ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自
閉症児担当指導者養成
研修

－ － － 63

・学習障害児等指導者
養成研修 103

（詳細：事業報告書：Ｐ５５，５６参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ５６～５８参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

人

参加者の満足度

91％

98％

93％

92％

89％

研修プログラムの改善・開
発状況

75 92

－ －

－

・新任特殊教育諸学校
等校長・教頭講習会 94 87 80 －

・通級指導講習会
86

122 130

88

・教育相談講習会
51 51 53 －

特殊教育諸学校・特殊
学級設置校等校長・教
頭講習会

－

118

・訪問教育研究協議会

122

・交流教育地域推進指
導者講習会 113 112 108 －

・盲･聾･養護学校寄宿
舎指導員指導者講習会 126

・交流及び共同学習推
進指導者講習会 － － －

ー 46 74 84

・ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症児担当指導者養成研
修

・盲･聾･養護学校寄宿舎指導員指導者講習会

39

アンケート結果による「とてもよかった」「よかった」を合わせた回答
割合

・特別支援教育コーディネーター指導者養成研修

情報手段活用による教
育的支援指導者講習会 － － －

特殊教育諸学校・特殊学級設置校等校長・教頭講
習会

・交流及び共同学習推進指導者講習会

・訪問教育研究協議会 100％

情報手段活用による教育的支援指導者講習会 100％

　「特別支援教育コーディネーター指導者研修」を「特別支援教育
コーディネーター指導者養成研修」と改め、２日間の日程を５日間と
して開催。各地方公共団体における特別支援教育コーディネーター
養成研修の企画立案に当たる指導者を対象とした研修に充実。

　研修プログラムは、特別支援教育コーディネーター概論等の講義
や実践報告に基づく班別協議、並びに組織・チームでの問題解決に
関する技法の演習等で構成し、コーディネーターに必要な資質・技
能の中で、連絡・調整の機能に関わる事項（コーディネーション）の
充実・向上に重点化。

（詳細：事業報告書：Ｐ５６～５８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ６１参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

・情報通信技術を活用した
研修を実施する。

講義配信の実施状況

・全国の研修事業の情報を
提供する。

情報提供の実施状況

 

評価：Ａ

　従前、試行として「ＡＤＨＤの理解と支援」等５本の講義を、新たに
「校内支援体制の実際」等、１７年３月末で合計４４本に拡充。

　都道府県・政令指定都市の特殊教育センター等を対象に実施した
研修講習会及び実施予定の研修講習会について調査を行い、「特
殊教育センター等研修情報データベース」として、ホームページで提
供。

（評価にあたり、特に考慮すべき事項）
◎研修事業については、その他の点として、主に以下のような意見があった。
●地方公共団体のリーダー的役割を担う者に対する最新情報の伝達及び喫緊の課題への研修の実施は、ナショナルセン
ターとして、極めて重要な機能である。国と地方の役割分担が明確化している。
●組織再編による教育研修情報部としての横断的な取り組みは評価できる。アウトカム指標の成果を期待する。
●研修の実施回数、参加者の満足度とも良好であり、講義のネット配信が本格実施されるなど、中期計画の期待を上回るも
のと認められる。
●研修を通じて、どのような効果を教育現場に与えようとしているのかについて、次期中期計画では明示されるべきである。
●情報通信技術を活用した研修の実施については今後の利用状況、反響を見守る必要がある。

「２　研修事業」評価

◎情報通信技術を活用した研修の実施については、留意すべき点として、以下の
ような意見があった。

●インターネットを活用した講義配信は、特殊研の行う質の高い研修・講義内容
を、研修定員という物理的な制約を超えて視聴を可能にする画期的な手法であり
高く評価する。今後さらに推進することが期待される。
●インターネットを活用した講義配信の存在が幅広く認識されるようＰＲ活動の充
実が必要。
●特殊教育センターや学校等に対する講義配信は利便性が高く、今後は活用状
況の評価も必要である。

情報通信技術を活用した研修の実施

　短期研修「情報教育コース」を廃止し、よりニーズの高い「情報手
段活用による教育的支援指導者講習会」を新設。情報手段活用に
よる教育的支援（アシスティブ・テクノロジー）等の専門的知識・技能
を高め、指導力向上を目的とし、実施。

　「交流教育地域推進指導者講習会」を、障害者基本法の改正（平
成１６年６月）により、「交流及び共同学習推進指導者講習会」と改
め、交流及び共同学習と障害の理解推進に資することを目的とし、
実施。

　主たる配信対象であった特殊教育センター等から、配信対象を各
学校等に拡充し、利便性の向上を確保。

　「学習障害児等指導者養成研修」を、国の施策の動向に対応した
「LD・ADHD・高機能自閉症児担当指導者養成研修」と改め、小･中
学校等に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等の児童生徒への教
育支援の体制を充実。

　「新任特殊教育諸学校等校長・教頭講習会」を「特殊教育諸学校・
特殊学級設置校等校長・教頭講習会」と改め、対象者を盲・聾・養
護学校等の勤務経験がなく、障害のある幼児児童生徒の教育に初
めて携わる管理者から中核的な指導的立場に立つ者に変更。

Ａ

（詳細：事業報告書：Ｐ５６～５８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ６３，６４参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ６４参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

１，１６２件

(1,526件)(1,778件)

注1) 分室は、１４年度から新規受付を停止し、１５年度をもって
　廃止。
注2) １６年度については、耐震補強工事に伴う教育相談センタ
　ーの移転作業による２ヶ月程度の業務縮小期間が含まれる。

教育相談活動の改善・実施

来所（継続）

１０４件内訳 来所（新規）

（うち教育相
談センター）

（うち分室）

14

合計

13

「教育相談に来て良かった」　　  　　 　　　96.5%

(90件) (120件) (117件)

1,648件 1,862件

12

来談者の満足度（アンケー
トも一部提示）

 アンケート結果（回収率１００％）

「施設・設備は良かった」                       94.9%

「相談対応者の応対は良かった」　   　 　 96.6%

「期待していた教育相談が受けられた」    94.2%

◎年平均2000件の教育相
談を実施する。

教育相談の実施状況   １，５２６件（１６年度）

通信（新規） １２３件

　過去５年間の比較

-

３　教育相談活動

15年度 16

1,526件1,895件 1,737件

(1,558件) (1,742件) (1,689件)

(48件)

通信（継続） １３７件

◎教育相談活動の改善・実施については、留意すべき点として、主に以下のような
意見があった。

●ナショナルセンターとして実施する教育相談活動の在り方を模索し、インターネッ
トを活用した相談、教育相談マニュアルの作成による盲・聾・養護学校のセンター
的機能への支援等の成果を上げている点は高く評価できるが、今後は、教育相談
活動の方向性のさらなる検討が求められる。
●個別の教育相談は、直接来所できる地域が限られてしまうことから、地方公共団
体の教育相談機関への相談体制作りへの支援や、相談方法、内容等の研修・発
信への重点化について検討する必要がある。
●相談件数より活動内容とその質が重要。地方では困難な事例や発生頻度の低
い障害などについては、ナショナルセンターとして、しっかりと取組むことが必要で
ある。
●大学、特殊教育センターとの役割分担については妥当と思われるが、今後は、
この考え方に基き、どのような方策・活動を行ったのか、その効果等について分
析・検証が必要。

Ｂ

（詳細：事業報告書：Ｐ６８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７２，７３参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

教育相談体制（方法、対象
等）

医療・福祉・労働等の関係
機関・団体との連携協力状
況

・

・

・

①

②

③

④

（国立特殊教育総合研究所）

　教官の研究テーマに沿った研究や学生に対する指導のフィールド
として実施。

（特殊教育センター等）

　地域住民に対する行政サービスとして、各地域における個々の児
童生徒や保護者などを対象に、各々の個別の事例について家庭に
おける療育、就学や進学などに関する相談を実施。

　電話・インターネット等による相談を１４年度から本格実施し、１６
年度は２６０件で、総件数の17％（１５年度は16.8％）を占め、徐々に
浸透。

横須賀児童相談所が主催する「横須賀市相談機関業務連絡
会議」に参加、協力。

　１５年度よりホームページ上で「教育相談機関一覧」として検索提
供システム導入し、１６年度に機関情報を更新し、更に連携を強化。

　学校コンサルテーションを重視した相談活動を展開し、教職員の
教育実践における様々な支援を行うための相談活動を拡充、積極
的に実施。　在籍機関等への訪問件数７７件、教員等からの相談件
数１２３件。

横須賀市特別支援教育推進事業（横須賀ライフステージサ
ポート）の「配慮を要する園児のための合同相談会」に参加、
協力。

（大学）

　教育相談活動の充実、地域リソースの情報収集を図るため、地域
関連機関との情報交換及び意見交換、連携・協力を推進。

共同研究として横須賀市および神奈川県立保健福祉大学、本
研究所で、「地域における障害のある子どもの総合的な教育
的支援体制の構築に関する実際的研究」（３年計画）を計画。

教育相談活動の実施にお
ける大学、特殊教育セン
ター等との役割分担状況

発生頻度の低い障害のある子どもへの対応

研究成果を活かした教育相談マニュアルの作成と教育現場へ
の還元

海外日本人学校に在籍する障害のある児童生徒に対する支
援

学校コンサルテーションを中心とした全国の教職員への支援

　特殊教育のナショナルセンターとして、各都道府県の特殊教育セ
ンター等では対応が困難な教育相談や、教育相談活動の在り方や
方法に関する実際的な調査研究など、幅広い活動を実施。

（詳細：事業報告書：Ｐ６８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７０参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７４参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ６７参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

・電話やインターネットの活
用による教育相談の実施に
配慮する。

情報通信技術の活用による
教育相談の実施状況

・相談活動のあり方等に関
する研究を実施するととも
に、その成果の普及を図
る。

教育相談に関する研究の
実施状況

成果の普及の状況

・教育相談年報を年1回刊
行する。

教育相談年報の刊行状況

教育相談に関する研究や
実践の成果の活用状況

・インターネットを通じた全
国相談機関の情報提供の
15年度からの実施を目指
す。

実施状況

◎教育相談に関する情報の提供については、留意すべき点として、主に以下のよ
うな意見があった。

●教育相談マニュアルVer．２の作成、実態調査、一覧表作成等、ナショナルセン
ターとしての役割を果たしつつあることを評価する。さらなる充実に期待したい。
●就学相談における課題を明らかにし、就学相談の地域格差を少なくするような情
報提供等、積極的な取り組みを期待したい。

「教育相談年報第２５号」を刊行し、関係諸機関へ配布。

　盲・聾・養護学校のセンター的機能に資するため、教育相談を担
当する教員を対象に、平成１５年度に引き続き教育相談マニュアル
Ver．２「地域を支える教育相談～教育相談担当者の役割～」を作
成。就学相談、盲・聾・養護学校の教育相談、学校コンサルテーショ
ン等についての理論的背景や、行動面や心理面のアセスメント、行
動面や学習面の課題に対する配慮の要点等を分かり易く解説し、
提供。

教育相談に関する情報の提供

　電話・インターネット等による相談を１４年度から本格実施し、１６
年度は２６０件で、総件数の17％（１５年度は16.8％）を占め、徐々に
浸透。

　この研究の成果報告書を刊行し、特殊教育センター等関係諸機関
に配布。

評価：Ｂ

（評価にあたり、特に考慮すべき事項）

◎教育相談活動については、その他の点として、主に以下のような意見があった。
●今後、ナショナルセンターとして、特殊研まで相談に行く必要がある内容、相談の方法等について検討する必要がある。各
都道府県に対する特別な支援を検討する必要がある。
●相談件数のみを目標として掲げることは適切ではないと考える。
●教育相談活動は研究と研修の基礎とも言える重要課題である。
●ナショナルセンターにふさわしい教育相談のあり方を模索し、本来のあるべき姿への転換の努力が見られたことは、高く評
価する。

「３　教育相談活動」評価

  盲・聾・養護学校のセンター的機能に資するため、教育相談を担
当する教員を対象に、平成１５年度に引き続き教育相談マニュアル
Ver．２「地域を支える教育相談～教育相談担当者の役割～」を作
成。就学相談、盲・聾・養護学校の教育相談、学校コンサルテーショ
ン等についての理論的背景や、行動面や心理面のアセスメント、行
動面や学習面の課題に対する配慮の要点等を分かり易く解説し、
提供。

  平成１３年度の「障害のある子どもの教育相談に関する実態調査
（全国調査）」で得た各特殊教育センター等各地域の教育相談機関
における相談に関する情報提供を、利用者が活用しやすいように作
成し、機関情報「教育相談機関一覧表」として、研究所ホームページ
に機関情報を更新して掲載。

Ａ

（詳細：事業報告書：Ｐ６８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７３参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７３参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７４参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７３参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７３参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

冊

冊

件

枚

◎特殊教育関係資料等の収集と提供については、留意すべき点として、主に以下
のような意見があった。

●特殊教育に関するデータベースの整備やアクセス件数の増加率については、着
実に成果をあげており、ナショナルセンターとしての役割を十分果たしていることは
高く評価できる。
●今後は、活用の利便性について、さらに充実が望まれる。
●新規情報を着実に追加・更新し貴重な資料となっている。ナショナルセンターとし
て整備していることを評価する。

1,942

特殊教育関係の資料等の増加冊数

26,78438,379

雑誌 66 14

資料

※１．

1,131 1,227

年度 14 15 16

16

図書

年度 14 15

特殊教育関係資料等の収集と提供

４　情報普及活動

633
（研究紀要､研究報告書等) 

681

・特殊教育に関するデータ
ベースを充実する。

コイン式コピー機使用枚 39,728

閲覧者数の（  ）内は、研修員を除く所外閲覧者数で内
数。

１３年度に図書館入館管理システムを導入し、２４時間閲
覧可能にするとともに、コイン式コピー機を設置。

（参考）

年度 14 15 16

※２．

528

3546 4,207

閲覧者数
13410
（443）

9315
（378）

7429
（428）

貸出冊数 3491

特殊教育学習指導要領等データベース 3件増

264

人

文献複写受付件数 241

特殊教育関係文献目録

21

データベースの整備状況

内訳

・特殊教育関係資料の収
集・充実を図るとともに、閲
覧や貸出のニーズに適切
に対応する。

閲覧、貸出、文献複写の件数

特殊教育実践研究課題

特殊教育関係の資料等の
増加冊数（過去数年間との
比較）

既存データベースの整備

１９６，５５９件（９，８０６件増）

閲覧、貸出、文献複写の件
数（過去数年間との比較）

299

蔵書目録

特殊教育法令等データベース

4,953件増

1,675件増

2,119件増

 9件増

Ａ

（詳細：事業報告書：Ｐ７７，７８参照）

18



中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

人

人

冊

評価：Ａ

14 15 16

◎研究成果の普及と情報提供については、留意すべき点として、主に以下のよう
な意見があった。

●セミナーの実施、研究成果の電子化など研究成果の普及活動は評価できる。し
かし、今日的課題に対する指針を得ることができる研修・出版物に対するニーズは
大変高い。これらのニーズに幅広く応じることができるようさらなる工夫と努力を期
待する。
●研究成果の電子化などにより、情報提供機能を高める努力をしており、また講師
派遣等によりナショナルセンターとしての役割を果たしていることを評価する。

セミナーⅠ

224件増

　 　 １６年度　　　　４９５，６７０件（　１９．１％増）

13

セミナーⅡ

年度

年度 13 14 15

世界の特殊教育データベース

・研究成果に関するセミ
ナーを年2回以上開催す
る。

セミナーの開催状況と参加
状況

211 314 688

16

33/86 82/141 133/148

706

227

Ａ

1615

・データベースのアクセス件
数を期末には平成12年度
の2倍以上とする。

データベースへのアクセス
件数の増加率
（過去数年間との比較）

      １２年度　　　　１４７，３８６件

　　  １３年度　　　　３５０，４８１件（１３７．８％増）

　 　 １４年度　　　　３９３，５１２件（　１２．３％増）

参加者１，４０８名

セミナー２回開催

研究成果の普及と情報提供

185 179

　 　 １５年度　　　　４１６，２８７件（　　５．８％増）

286 321 900 702

特殊教育セミナーⅠ　７０２名

特殊教育セミナーⅡ　７０６名

14

・研究者を都道府県等が行
う研修の講師に派遣する。

講師派遣状況（過去数年間
との比較)

年度 13・情報通信技術の活用によ
る研究成果の情報提供に
努める。

研究成果の電子化の実施
状況。

9%

5/55

講師派遣 193

特殊教育センター等研修情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

特殊教育教材関係データベース

38% 58% 90%

10件増

806件増

7件増

「４　情報普及活動」評価

（評価にあたり、特に考慮すべき事項）
◎情報普及活動については、その他の意見として、主に以下のような意見があった。
●情報普及活動はナショナルセンターならではの役割であり、更なる工夫と新たな試みを期待したい。

盲・聾・養護学校等研究報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

（詳細：事業報告書：Ｐ７８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ７９，８０参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８３参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８２参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

内訳

海外の特殊教育の実情調
査の実施状況と成果の公
表状況

①

②

③

④

⑤

・アジア太平洋諸国の参加
によるセミナーを年1回開催
する。

セミナーの開催状況 ①

②

５　国際交流活動

・年平均10名以上の研究員
の派遣を行う。

◎海外との連携・交流による研究の推進については、留意すべき点として、主に以
下のような意見があった。

●国際交流活動こそナショナルセンターならではの機能であり、都道府県単位では
なかなかできないことである。一方で、県やブロック、国単位の海外派遣研修も行
われており、その内容との関連や整合性、役割分担の検討が必要である。
●セミナー及び外国人研究者との交流については、質・量ともに充実してきてい
る。

　

　　プロジェクト研究　　　　　　　 　　2名

　　科学研究費補助金　　　　　 　 22名

３４名

海外との連携・交流による研究の推進

研究員の海外への派遣状
況（派遣の類型別）

アメリカ合衆国における盲ろう学生の高等教育支援を「世界の
特殊教育(ⅩⅨ)」に掲載。

Ａ

     在外研究　　　　　　　　　　　　　２名
     国際研究集会　 　　　 　　 　 　４名

ドイツ・シュレスヴィッヒ・ホルスタイン州における特殊教育改革
の取り組みを「世界の特殊教育(ⅩⅨ)」に掲載。

　　その他　　　　　　　　　　　 　　    4名

台湾における視覚障害事情を「世界の特殊教育(ⅩⅨ)」に掲
載。

ユタ州立大学SKI－HI研究所における感覚障害のある子ども
の家族・教員・介助者等のための研修プログラム開発と研修
方略を「世界の特殊教育(ⅩⅨ)」に掲載。

在外研究員報告（米国ウィスコンシン大学）を「世界の特殊教
育(ⅩⅨ)」に掲載。

※（「世界の特殊教育(ⅩⅧ)」は関係諸機関へ配布するととも
に、ホームページへ掲載。）

第23回アジア・太平洋特殊教育国際セミナーの開催
　　日本ユネスコ国内委員会との共催により、平成16年10月11
日（月）～16日（土）に本研究所で開催。テーマ「感覚障害を伴
う重複障害児（盲ろう児を含む）への教育的支援」。12か国が
出席し、討議。傍聴者を含め参加者は延べ155名。

日韓特殊教育セミナーの開催
　平成7年11月に締結した交流協定に基づき、平成12年度か
ら韓国国立特殊教育院との特殊教育セミナーが日韓相互で開
催。平成16年度は、第５回日韓特殊教育セミナーを、平成17
年1月25日～28日に本研究所おいて開催。メインテーマ「日韓
の特殊教育情報化の現状と今後の方向」。韓国から研究者及
び教員の３名が参加。

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８５参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８６参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８７参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

③

セミナー及び外国人研究者
との交流の成果

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

日本－OECD国際ワ－クショップの開催
　文部科学省、OECDとの共催との共催により、平成１７年３月
２日（水）～４日（金）に開催。テーマ「OECD諸国における障害
のある児童生徒の教育に関する日本－OECD国際ワ－ク
ショップ」。１１のＯＥＣＤ諸国から１７名の専門家が出席し、各
国の状況についての発表・協議を実施。

６３名

　次の研究交流、討議、情報交換等を通して本研究所に生かせる
専門的知見を修得。

・年平均20名以上の外国人
研究者を受け入れる。

外国人研究者の受入状況
（再掲）

12 人

4

アジア・太平洋特殊教育
国際セミナーによる招聘

アジア・太平洋特殊教育
国際セミナーによる参加

36

視察等の受入 8

アメリカ教育省研究者による「アメリカ合衆国の特殊教育事情
および教育制度・法律」についての講演および情報交換会を
実施。

英国ダンディ－大学研究者がAAC研究（コンピュ－タ－を利用
した会話研究）の講義及びコミュニケ－ションソフト開発の視察
のため来所。協議及び情報交換。

アジア・太平洋特殊教育国際セミナー参加者との研究交流。

ドイツから治療的乗馬に関する意見交換のため２名の研究者
が来所。協議及び情報交換。

マレーシア教育省２名が特殊教育研究所開設のため、指導助
言を求めて来所。協議及び情報交換。

3

アメリカから自閉症児のための教育に関する視察のため２名
が来所。協議及び情報交換。

国際協力事業団との協力で、エジプト、サモア、サウジアラビ
アからの研究者等4名研究協議、情報交換。

研究交流・研修の受入

日韓特殊教育セミナー参加者との研究交流。

日韓特殊教育セミナ－に
よる招聘

内訳

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８６参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８７参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８７参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

⑨

・研究成果を海外に紹介す
るためニューズレター等の
発行を年1回行う。

ニューズレターの発行状況

研究紀要（英文）編集・刊行
状況（再掲）

・国際協力事業団等の政府
関係機関及びユネスコ等の
国際機関への協力を行う。

政府関係機関や国際機関
への協力実績

・来日外国人研究者等への
専門的知見の提供を行う。

受入研究者等への情報提
供の実施状況

①

②

③

④

⑤

◎国際貢献については、留意すべき点として、主に以下のような意見があった。

●積極的な発信、情報の提供に努め、国内のみならず海外での貢献も評価でき
る。さらなる進展、充実を期待する。
●世界的な動向等に対する情報の収集と普及、世界的な動向とわが国の教育施
策の比較など、国の施策をリードするような提言など、ナショナルセンターとして期
待される役割を果たしていくことを今後期待したい。
●アジア・太平洋特殊教育国際セミナーなどの成果は高く評価される。さらに各国
への具体的な貢献ができるような工夫を検討して欲しい。

　マレーシア教育省事務官２名に対し、同国の障害者教育施設設立
計画に関し、特殊教育に係る知見を提供。

国際貢献

アメリカ教育省から「アメリカ合衆国の特殊教育事情および教
育制度・法律」についての講演および視察・情報のため来日し
た研究者

　国際協力機構（ＪＩＣＡ)から、エジプト、サモアの各１名、サウジアラ
ビア２名、計４名の知的障害福祉コースの研修生を受け入れ、３日
間を通して、主として知的障害教育にかかる研究、研修事業及び教
育相談事業について指導助言。

　また、ユネスコ国内委員会と共催で参加各国のユネスコ国内委員
会から推薦された研究者等によるアジア・太平洋特殊教育国際セミ
ナーを開催。

アメリカから自閉症児のための教育に関する視察のため来日
した２名の研究者

国際協力事業団との協力で、エジプト、サモア、サウジアラビ
アから来日した４名の知的障害福祉コースの研修生

マレ－シア・スタ－紙教育版の新聞記者

アジア・太平洋特殊教育国際セミナーで来日したアジア・太平
洋諸国１１カ国の研究者等

次の受入研究者等に日本の特殊教育研究の現状と将来に関する
研究について、研究状況説明と情報の提供を実施。

日本－OECD国際ワ－クショップ開催により、OECD諸国の専
門家との協議・情報交換、日本の特殊教育の現状理解促進及
びネットワーク形成に貢献。

英文で作成したニューズレター等を３回発行
　①当研究所の情報や第24回アジア・太平洋特殊教育国際セミ
ナーの実施報告等をのせたニューズレターNo.23及びNo.24、
　②また、第24回アジア・太平洋特殊教育国際セミナー研究発表レ
ポートを収録したFinal Report 24ｔｈを作成し、国際セミナー参加各
国関係機関及び国内の関係諸機関に配布。

Ａ

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８６参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８６参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８７参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

⑥

⑦

⑧

・国際セミナー等の開催に
よる各国の特殊教育の発
展への支援に努める。

セミナーの開催状況

各国の特殊教育発展に向
けた支援の実施状況

韓国パラダイス福祉財団から情報技術分野に関する視察のた
め来日した６名の研究者等

韓国国立特殊教育院から情報技術に関する視察のため来日
した４名の研究者等

　アジア・太平洋諸国の特殊教育の発展に資するためアジア・太平
洋特殊教育国際セミナーを開催し、平成16年度は、感覚障害を伴う
重複障害児（盲ろう児を含む）への教育的支援に焦点をあてて、教
育実践の現状と課題について討議し、各国の障害のある子どもの
教育に関する施策、教育研究の充実・推進に寄与。

英国ダンディ－大学から障害者のコミュニケ－ションソフト開発
の視察のため来日した研究者

　また、韓国の特殊教育の発展に資するため、日韓特殊教育セミ
ナーを開催し、平成１６年度は、日韓の特殊教育情報化の現状と今
後の方向について討議し、韓国の特殊教育に関する施策、教育研
究の充実・推進に寄与。

　アジア・太平洋特殊教育国際セミナーを実施し、近年のアジア・太
平洋地域における重複障害教育の進展を背景に「感覚障害を伴う
重複障害児（盲ろう児を含む）への教育的支援」をテーマに、研究、
教育実践、行政施策の現状と課題について討議。

（評価にあたり、特に考慮すべき事項）
◎国際交流活動については、その他の点として、主に以下のような意見があった。
●実績を確実に積み重ねていく必要がある。その点では、「世界の特殊教育」や「国際セミナー」など、着実な努力を評価した
い。
●組織の再編により、企画部の中に国際交流・国際比較担当をおいたことで新たな事業が活発に展開され、内容の充実も図
られた。組織再編の成果が現れている。
●我が国の果たす役割、その中で特殊教育のナショナルセンターとして諸外国との連携が期待される。また、アジアのみなら
ず欧米にも情報発信することが重要である。
●各項目にわたって中期計画にそって実施されており、数値目標については、それを超えて達成されている。

「５　国際交流活動」評価

評価：Ａ

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８６参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８７参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ８７参照）
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中期計画の各項目 指標又は評価項目 留意事項等評価項目に係る実績

・教育活動への協力 筑波大学附属養護学校移
行後の連携協力体制の構
築の状況

教育活動への協力状況

・研究活動における相互協
力

研究活動における相互協力
の状況

・入学者選考における協力 入学者選考における協力状
況

評価：Ａ

（評価にあたり、特に考慮すべき事項）
◎筑波大学附属久里浜養護学校との協力については、その他の点として、主に以下のような意見があった。
●筑波大学附属になって最初の年度であり、今後の協力の方向性・成果に期待する。
●今後、具体的な研究成果が待たれる。
●研究、研修において久里浜養護学校との協力が具体的に推進されている点は評価できると考える。今後、学校教員等の研
修について多様な受け入れ形態が構築されるよう期待する。
●筑波大学の基礎研究と研究所の実際的研究、そして養護学校での実践がどう有機的・効果的に連携をとるのか今後の課
題である。

「６　筑波大学附属久里浜養護学校との協力」評価

・長期研修、短期研修、各講習会、研究協議会における実地研修、
施設見学を実施。

・学校教員の短期研修、各講習会、研究協議会への受講者を受け
入れ。

・学校教員の短期研修、各講習会、研究協議会への受講者を受け
入れ。

・研究職員が、入学・転入学希望の児童等の選考にかかる基礎的
資料１８名分作成。

・学校が研究協力機関・研究協力者等として本研究所のプロジェク
ト研究等に協力した１課題を実施。

・１７年度に予定の「自閉症教育推進指導者講習会」にむけて、相互
協力内容を検討。

・本研究所と久里浜養護学校が相互協力する事業を円滑に推進す
るため、相互協力推進に関する要項を制定し、相互協力推進グ
ループを設置し自閉症の教育に協力。

・プロジェクト研究「養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児
童生徒の特性に応じた教育的支援に関する研究－知的障害養護
学校における指導内容、指導法、環境整備を中心に－」に関連し、
PEP-R検査や共同での調査・学会発表などを実施。

６　筑波大学附属久里浜養護学校との協力
・喫緊かつ重大な課題である養護学校等における自閉症の教育に
資するため、新たに筑波大学の基礎研究と本研究所の実際的な研
究との密接な協力関係を構築するため、本研究所と筑波大学にお
いて、筑波大学附属久里浜養護学校との教育研究協力を推進する
ための協定を締結。

◎筑波大学附属久里浜養護学校との協力については、留意すべき点として、主に
以下のような意見があった。

●政策的な学校として転換を図られた学校の成否は、教育研究活動の充実にあ
る。この点では、研究所と学校の相互協力で「自閉症教育」の推進が図られた点は
評価したい。
●相互の関係協力体制の構築は評価できる。今後に期待する。

（詳細：事業報告書：Ｐ９１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９２参照）
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指標又は評価項目 留意事項等

事務手続の簡素化・迅速化
の状況

情報提供の効率化の状況

①

②

③

④

・毎事業年度に付き、1%の
業務の効率化を図る。

経費の削減状況

◎科学研究費補助金採択一覧

年度

評価項目に係る実績

○業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

・事務手続きの簡素化・迅
速化を図るとともに、ホーム
ページの充実や刊行物の
電子化による情報提供の効
率化を図る。

・所内ＬＡＮによる勤務時間・兼業・出張・渡航関係、物品・交通費請
求関係の届け出事務を簡素化・迅速化。

◎業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置との協力につい
ては、留意すべき点として、主に以下のような意見があった。

●業務の簡素化、迅速化の実績が成果として現れるように努めて欲しい。
●所内の事務手続きの簡素化と迅速化を具体的に進めており評価できるが、示さ
れた内容の他にも取り上げるべき事項があるのではないかと推察する。
●外部資金の活用などは、効率化のための努力として評価できる。
●効率化とは、成果とコストを比較して判断されるべきものであって、経費の削減
だけをもって判断されるべきものではないと考える。

新たなグループウェアを導入し、てイントラネット環境を強化し、イン
ターネットやイントラネットを活用した所内の情報提供を推進。

全役職員のスケジュール情報の共有・管理。

掲示板の活用による、各種資料・情報や各種届出・申請書類
（勤務時間、兼業、出張、物品請求関係等）の提供。

イントラネットで会議室予約。

会議開催通知の電子メール利用の徹底。

　１６年度予算の査定時に対前年度１％の効率化係数により、
11,507千円の削減。

経費の削減を進める一方、外部研究資金（科学研究費補助金）を
積極的に獲得。

13 14 15 16

30件

（うち新規） (12件) (13件) (8件) (12件)

採択件数 26件 25件 28件

(52%)

補助金総額（千円） 48,676 53,450 59,290 57,510

（新規課題採択率） (48%) (59%) (38%)

(56,100)

（間接経費） (1,530) (2,250) (2,790) (1,410)

（直接経費） (47,146) (51,200) (56,500)

このほか、１６年度に新たに大学等の関係機関との「共同研究」制
度を導入し、これら機関と研究費の相互負担により研究を実施。

「業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置」評価

評価：Ａ

(評価にあたり、特に考慮すべき事項）
◎業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置については、その他の点として、主に以下のような意見が
あった。
●事務手続きの簡素化・迅速化への努力がされ、同時に経費削減へ積極的に取り組まれている。
●組織の再編に当たり、研究所のビジョンとして７つをあげている。改革・改善の方向性として妥当なものであり、評価できる。
●全体的に見て、組織再編の効果は大きいと思われる。組織再編の効果・成果が実績としてできるだけ目に見える評価がで
きるよう、目標を見直すことも必要と思われる。
●経費を削減する一方で、良好な成果を上げていると認められる。
●ビジョンとミッションを策定して、運営にあたるようにしたことは、大きな改善である。今後は、それにもとづいて、ＰＤＣＡサイ
クルを確立されるよう期待する。

（詳細：事業報告書：Ｐ９８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ９８参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ１０１参照）

（詳細：事業報告書：Ｐ４７、事業報告書の参考資料：Ｐ５６参照）
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